
評 価 結 果

調書作成年月日 平成２１年１１月２４日

事 業 担 当 課 道 路 課

事 業 名 主要地方道 築館登米線 補助・単独の別 補助 事業主体 宮城県
しゆようち ほ うどう つきだてと よ ません

みやぎ県北高速幹線道路整備事業(Ⅰ期)
けんほくこうそくかんせんど う ろ せ い びじぎよう

施行地名 栗原市築館加倉～栗原市若柳 新 田 地内 【位置図後掲】 管理主体 宮城県
くりはらしつきだてか く ら くりはらしわかやなぎしんでん

根拠法令 道路法第５６条

事業目的

主要地方道築館登米線は，栗原市築館から登米市登米町までの県北部を横断的に結ぶ幹線
道路である。現道は，沿線の点在する集落内を結びその中を通過することから,道路線形が悪
く円滑な交通が確保されていない。また，中間部の登米市迫町内の市街地は混雑しており，
通過時間を要している状況である。

みやぎ県北高速幹線道路は，栗原・登米地方の中心都市相互の連携を強化し，地域の活性
化および産業振興に資する道路として,東北縦貫自動車道築館インターから三陸縦貫自動車道
登米インターに至る約２８ｋｍの高速性・定時制に優れた自動車専用道路として整備をする
ものである。

事業中のⅠ期区間は，特に事業効果の高い栗原市築館加倉地内から登米市迫町北方地内の
国道３９８号までの約８．８ｋｍを暫定２車線で整備するものである。

事業内容

事 業 着 手 時 ＜計画概要＞ ＜計画諸元＞
(平成 ７年度) 延 長 Ｌ＝８，８００ｍ 設計速度 ８０ｋｍ／ｈ

計 画 幅 員 Ｗ＝７．０（１２．０）ｍ
全体事業費 Ｃ＝３１，５００百万円

再 評 価 時 ＜計画概要＞ ＜計画諸元＞
(平成１６年度) 延 長 Ｌ＝８，８００ｍ 設計速度 ８０ｋｍ／ｈ

計 画 幅 員 Ｗ＝７．０（１２．０）ｍ
全体事業費 Ｃ＝３１，５００百万円

再 々 評 価 時 ＜計画概要＞ ＜計画諸元＞
(平成２１年度) 延 長 Ｌ＝８，８００ｍ 設計速度 ８０ｋｍ／ｈ

計 画 幅 員 Ｗ＝７．０（１２．０）ｍ
全体事業費 Ｃ＝２５，０００百万円

【事業内容の変更状況とその要因】
現地精査を踏まえ，地盤改良工および法面工法，橋梁形式の変更を行いコスト縮減を図り

全体事業費の見直しを行った。
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事 業 費

全 体 事 業 費 費 用 負 担 内 訳

国 県 市町村 その他
内用地費 [ ５５%] [ ４５%] [ － %] [ － %]

事 業 着 手 時 ３１５ ５４．９ １７３．２ １４１．８ － －
(平成 ７年度) 億円 億円 億円 億円 億円 億円

再 評 価 時 ３１５ ５４．９ １７３．２ １４１．８ － －
(平成１６年度) 億円 億円 億円 億円 億円 億円

再 々 評 価 時 ２５０ ５４．９ １３７．５ １１２．５ － －
(平成２１年度) 億円 億円 億円 億円 億円 億円

※事業費増加度（重点評価実施基準 指標４）
＝（再評価時事業費－事業着手時事業費）／事業着手時事業費
＝（２５０－３１５）／３１５＝－２０．６％

【事業費の変更状況とその要因】
全体事業費については，前回再評価時から６５億円削減している。その主な要因として

は，地盤改良工の見直し,橋梁構造物の構造形式変更及び法面緑化工法の変更などによるコス
ト縮減によるものである。
○事業費増減対照表

事業着手時 再評価時 再々評価時 増 減
（平成７年度） (平成１６年度) (平成２１年度) 変更の主な理由

事業量 事業費 事業量 事業費 事業量 事業費 事業量 事業費

76.6 % 76.6 % 67.0 %本工事費 241.4億円 241.4億円 176.4億円 -65.0億円

37.3 % 37.3 % 33.5% 地盤改良，法面工法
改 良 工 8,800m 8,800m 8,800m

117.6億円 117.6億円 92.8億円 -24.8億円 の変更

23.3% 23.3% 15.9%橋 梁 工 一式 一式 一式 橋梁形式の変更73.5億円 73.5億円 43.4億円 -30.1億円

16.0% 16.0% 17.6%舗 装 工 8,800m 8,800m 8,800m 交通安全施設の変更50.3億円 50.3億円 40.2億円 -10.1億円

5.9 % 5.9 % 9.0 %測量及び試験費 一式 一式 一式18.7億円 18.7億円 18.7億円 0億円

17.5 % 17.5 % 24.0 %
用地費及び補償費 一式 一式 一式54.9億円 54.9億円 54.9億円 0億円

9.2 % 9.2 % 11.5%
用地費 一式 一式 一式28.8億円 28.8億円 28.8億円 0億円

8.3 % 8.3 % 12.5 %
補償費 一式 一式 一式26.1億円 26.1億円 26.1億円 0億円

100 % 100 % 100 %合計 315億円 315億円 250億円 -65億円

事業の進捗状況 規則第２４条第１号関係

○事業期間
事 業 着 手 時 再 評 価 時 再 々 評 価 時

（平成７年度） （平成１６年度） （平成２１年度）
事業採択予定年度 H.7年度 事業採択年度 H.7年度 事業採択年度 H.7年度

用地買収着手予定年度 H.7年度 用地買収着手年度 H.7年度 用地買収着手年度 H.7年度

工事着手予定年度 H.9年度 工事着手年度 H.10年度 工事着手年度 H.10年度

計画変更実施年度 － 計画変更実施年度 H.20年度

完 成 予 定 年 度 H.19年度 完成予定年度 H.24年度 完成予定年度 H.23年度

・平成20年度に事業費及び完成年度を変更
・再々評価時の完成予定年度は平成２０年度の計画変更時に見直したもの。

※事業停滞年数(重点評価実施基準指標１)＝０年
※事業工期延伸度(重点評価実施基準指標３)＝(変更後予定事業期間)/(当初予定事業期間)

＝１７年／１３年＝１．３１
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○進捗率

平成２１年度までの ※（ ）：前回再評価時

事業費 進捗率 内用地費 進捗率

(１５４．３億円) (４９．０％) (２６．１億円) (９０．６％)
２２４．１億円 ８９．６％ ２８．８億円 １００．０％

※事業工程乖離度(重点評価基準指標２）
＝（累加投資事業費／現全体事業費）－（累加年単純割額／現全体事業費）
＝（２２４．１／２５０）－（（２５０÷１７）×１５／２５０）
＝（８９．６）％－（８８．２）％＝１．４％

【事業の進捗状況（順調でない場合にはその要因）】
用地難航箇所の買収が平成１９年度に完了したことから，現在工事を全域的に展開してお

り，順調な進捗状況であり，平成２０年度末で約８７％の進捗率となっている。

【今後の進捗の見込み（事業スケジュール表後掲）】
用地買収の完了や改良工の軽減により，順調に事業を進捗させることができ，完成年度は

予定より１年早い平成２３年度となる見込みである。なお，事業効果を早期に発現させるた
め，若柳南ＩＣ～国道３９８号間については，平成２２年度に部分供用させる予定である。

施設管理の予定・管理状況

本線については宮城県が道路管理者として管理し，側道については，栗原市，登米市が管
理する予定である。施設は宮城県が管理することとなるが，平成13年度から全県的に推進し
ているアドプト制度「みやぎスマイルロード・プログラム」※の活用等により，官民一体とな
った管理体制の実現を図っていきたい。

※「みやぎスマイルロード・プログラム」
道路美化等のボランティア活動に意欲を持つ地域住民や企業を「スマイルサポーター」に

認定し，スマイルサポーター・地元市町村・宮城県（道路管理者）の三者のパートナーシッ
プにより，県管理道路の一定区間の清掃や緑化等の美化活動，歩道の除雪などを実施する制
度。

上位計画等 ・土木行政推進計画：宮城県土木部（平成13年3月策定，平成20年5月改訂）

宮城県北部の高規格道路ネットワークとして，東北縦貫自動車道，三陸縦貫自動車道，仙
台北部道路，及び本路線が位置づけられており，拠点間を結ぶ広域道路網を形成している。

事業を巡る社会経済情勢等 規則第２４条２号関係

○社会経済情勢
現況交通量（H17センサス) 4,597台/日（築館登米線）5,800台/日（国道398号）

・道路の整備状況
三陸縦貫自動車道は平成２１年３月に桃生津山ＩＣ～登米ＩＣ間が開通し，登米ＩＣア

クセス県道である主要地方道中田栗駒線も平成２１年３月に開通している。
また，登米ＩＣ～志津川ＩＣ及び唐桑道路にも着手され，県北部地域における高速幹線

道路網の整備は順調に進捗している。

○地元情勢，地元の意見
関連する地域一帯からの早期供用の要望が強い。
平成２０年１０月２３日提出

「みやぎ県北高速幹線道路建設促進期成同盟会」 会長 登米市長（構成３市２町）
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事業効果

○効果の発現状況
現時点で供用している箇所がないため，まだ効果の発現はない。

○想定される事業効果

本路線を利用することにより，現道の線形不良区間，幅員狭小区間及び交差点等を通行す
ることなく，適正な区間速度による通行車の円滑な移動が確保される。さらに幅員狭小区間
が解消されることによって，大型貨物車の通行が容易となり，大型交通量の増加が期待で
き，物流の効率化を支援することができる。

東北縦貫自動車道，三陸縦貫自動車道を結ぶ重要な路線の一部として，東西軸を形成する
主要なネットワークが形成され，他の地域からのアクセス性が向上することにより，伊豆沼
等の地域の独自性を生かした交流の促進が期待される。

関連事業の概要・進捗状況等

本路線へのアクセス道路として２路線の県道を整備しており，若柳南ＩＣにアクセスする
一般県道若柳築館線は平成１９年度に完成し供用している。

伊豆沼ＩＣにアクセスする一般県道くりこま高原停車場伊豆沼線については，平成２２年
度に完成予定である。

代替案との比較検討 規則第２４条第３号関係

再評価時に比較検討したルートに基づき事業を進めており，事業の進捗を踏まえ高規格幹
線道路という限られた設計条件の中では，それ以外に優位性のある具体案の検討が困難なた
め，環境への影響が少なく事業費も優位であった現ルートを採用している。

コスト縮減計画 規則第２４条第４号関係

・ 地盤改良について,現地の調査結果に基づき,対策工法及び対策範囲,施工量の見直しを行
いコスト縮減をしている。（約6億円）

・ 橋梁構造物形式の見直し，橋梁の新工法の使用，橋梁から函渠への構造変更及び橋長の
見直し等により，構造物費用のコスト縮減になった。 （約30億円）

・ 樹林の連続性確保のための盛土法面の苗木植栽について，地域の既存樹林から採取した
実生や種子を育成した苗木を利用することにより，コスト縮減している。 （約19億円）

・ 交通安全施設，標識の構造形式見直しによるコスト縮減 （約10億円）
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費用対効果 規則第２４条第５号関係

根拠マニュアル： 費用便益分析マニュアル（国土交通省 道路局 都市・地域整備局）
（平成２０年版）

社会的割引率： ４ ％
便益算定期間： ５０ 年

事 業 着 手 時 再 評 価 時 再々評価時
区 分 基準年(平成7年) 基準年(平成16年) 基準年(平成20年)

費 建設費 ― 315.0億円 211.0億円

用 維持管理費 ― 25.6億円 15.8億円

項 総費用 ― 340.6億円 226.8億円

目 現在価値（Ｃ） ― 324.8億円 300.0億円

便 走行時間短縮便益 ― 1939.6億円 1062.9億円

益 走行経費減少便益 ― 260.2億円 162.8億円

項 交通事故減少便益 ― 66.6億円 74.6億円

目 総便益 ― 2266.4億円 1300.3億円

現在価値（Ｂ） ― 825.5億円 549.4億円

費用便益比（Ｂ／Ｃ） ― 2.5 1.8

【便益の概要，主な算出根拠等】

現況交通量（H17センサス) 4,597台/日（築館登米線）5,800台/日（国道398号）
計画交通量（H42推定） 11,300台/日

※算出便益
「走行時間短縮便益」：道路の整備の有無による総走行時間費用の差で表す便益
「走行経費減少便益」：道路の整備の有無による走行経費（燃料費や車両償却費等の走行条

件により改善される経費）の差で表す便益
「交通事故減少便益」：道路の整備の有無による社会的損失（交通事故による人的，物的損

失等）の差で表す便益
（暫定供用便益を考慮）

【事業着手時（前回再評価時）との違いの要因】
便益については，分析手法や将来交通量及び交通量の伸び率が総便益の差異となったも

の。

地域指定状況等

特に計画路線区域に地域指定されている区域はないが，当路線南側に位置する伊豆沼・内
沼はラムサール条約登録湿地であり，県自然環境保全地域に指定されている。
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影響と対策

Ⅰ期事業区間の計画路線周辺は，ラムサール条約の登録湿地である「伊豆沼・内沼」をは
じめとする自然環境に恵まれた貴重な地域が広がっていることから，環境対策委員会を設立
し，有識者の意見を反映させながら道路整備を進めている。

周辺の鳥類生息環境の保全と影響軽減のため，「みやぎ県北高速幹線道路環境対策委員
会」を設置し，委員会の討議を踏まえ環境対策を考慮しながら事業を進めている。

特に，道路により分断される野生動物の生息環境の連続性を保つため，通路を設置してい
る。また，地域固有の自然環境に配慮し，法面緑化においては従来の外来種子を使用するの
ではなく，現場で伐採した樹木チップや掘削で生じた表土を活用し，その土中に含まれる埋
土種子の発芽による緑化を実施している。地域の既存樹林から採取した実生や種子を育成し
た苗木を利用している。

再評価実施状況

再評価実施年度 平成１６年度

答 申 継続妥当

条 件 －
答

１ 審議対象事業の実施に関する意見
別紙意見 交通量の変化や三陸道石巻河南ＩＣ以北の無料化などを踏まえ，幹

線交通網の見直しを検討すること。
申 今後の事業実施に当たっては，一層の経費節減に努めること。

２ 今後の事業実施に関する意見
道路の便益については，事業対象部分だけでなく，周辺道路の状況

を考慮した便益算定を行うこと。

評価結果 事業継続

評 対応方針 －

価 別紙意見 １ 審議対象事業の実施に関する意見への対応方針
に対する 当該事業の実施に際しては，交通量の変化や三陸道石巻河南ＩＣ以

結 対応方針 北の無料化などを踏まえ，幹線交通網の見直しを検討していくととも
に，一層の経費削減に努める。

果 ２ 今後の事業実施に関する意見への対応方針
－

現在の対応状況

三陸道石巻河北ＩＣ以北の無料化等を踏まえ，幹線道路網の整備状況を考慮し将来交通量
については，ネットワークを用いて算定を行った。

対 応 方 針

事業継続
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